
 一般社団法人かけはしは、2012年8月に“遺言書のお預かり”というサービスを立ち
上げ、この自筆証書遺言を個人ではなく法人としてリーズナブルな料金でお預かりす
るという点が『日本経済新聞』をはじめマスコミからも注目を集めて参りました。 
  
 しかしながら、昨今自筆証書遺言によるトラブル事例などの報道も多く見受けられて
おり、かけはしでも実際にお客様と関わっていく中で、現在は自筆証書遺言より確実
な遺言書として公正証書遺言をお勧めする形を採るようになっています。 
  
 斯様な状況にありますため、かけはしでは2014年5月末をもって「自筆証書遺言のお
預かりサービス」を停止させていただきます。 
  
 今後は、公正証書遺言の作成時の起案のお手伝いなど、遺言による相続対策はじ
め遺言書作成のサポートや、自筆証書遺言のチェックも含めて遺言執行者としての遺
言の執行というサービスを中心として、依頼者の想いの実現を支援して参る所存です。 
  
 今後とも、一般社団法人かけはしをどうぞ宜しくお願い申し上げます。 
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